
○伊豆の国市放課後児童クラブ条例施行規則  

令和６年３月29日 

規則第16号 

伊豆の国市子育て支援施設条例施行規則（平成17年伊豆の国市規則第41号）の全

部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊豆の国市放課後児童クラブ条例（令和６年伊豆の国市条例

第15号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（児童クラブの定員） 

第２条 伊豆の国市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の定員は、

別表に定めるとおりとする。ただし、児童クラブの運営に支障がないと市長が認

めるときは、定員を超えて入所させることができる。 

（入所の承認） 

第３条 条例第６条の規定により児童クラブへの入所を希望する児童の保護者は、

様式第１号による放課後児童クラブ入所承認申請書により市長に申請しなければ

ならない。 

（入所の可否の決定） 

第４条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、児童クラブへの入所の可否

を決定し、当該保護者に対し、様式第２号による伊豆の国市放課後児童クラブ入

所承認・不承認決定通知書により通知するものとする。 

（利用の休止及び退所） 

第５条 児童クラブの利用の必要がなくなった児童の保護者は、様式第３号による

放課後児童クラブ利用休止・退所届書により市長に届け出なければならない。 

（使用料の減免） 

第６条 条例第10条に規定する特別の事情があると認めるとき及びその額は、次に

掲げるとおりとする。 

(1) 当該児童が疾病その他やむを得ない理由により、欠席がその月の全日に及ん

だとき 全額 

(2) 当該児童の属する世帯が、生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１

項に規定する被保護世帯であるとき 全額 

(3) 当該児童の属する世帯が母子家庭又は父子家庭の世帯であって、前年度の市



町村民税が非課税であるとき 全額 

(4) 当該児童の保護者が失業、休業、倒産等により著しく所得が減少したことに

より、使用料の納入が困難であるとき 市長が定める額 

(5) 当該児童の保護者が傷病、災害等により多額の出費をしたことにより、使用

料の納入が困難であるとき 市長が定める額 

（使用料の減免の申請） 

第７条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第４号

による使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。 

（指定管理者が児童クラブの運営をする場合の読替え） 

第８条 条例第12条の規定により児童クラブの運営を指定管理者に行わせる場合は、

第２条ただし書中「市長が認める」とあるのは「指定管理者が認め、あらかじめ

市長の承認を得た」と、第３条から第５条までの規定中「市長」とあるのは「指

定管理者」と、第６条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「市

長が定める」とあるのは「市長の承認を得て指定管理者が定める」と、「使用料」

とあるのは「利用料金」と、第７条見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」

と、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用

料金」と、様式第１号から様式第３号までの規定中「伊豆の国市長」とあるのは

「（指定管理者）」と、様式第４号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「伊

豆の国市長」とあるのは「（指定管理者）」と読み替えるものとする。 

（補則） 

第９条 この規則に定めるもののほか、放課後児童クラブの管理に関し必要な事項

は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に伊豆の国市子育て支援施設条例施行規則の規定により

なされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものと

みなす。 

別表（第２条関係） 

名称 定員 



伊豆の国市長岡南小学校放課後児童教室 70人 

伊豆の国市長岡南小学校第二放課後児童教室 13人 

伊豆の国市長岡南小学校第三放課後児童教室 39人 

伊豆の国市長岡北小学校放課後児童教室 40人 

伊豆の国市韮山小学校放課後児童教室 70人 

伊豆の国市韮山小学校第二放課後児童教室 45人 

伊豆の国市韮山小学校第三放課後児童教室 35人 

伊豆の国市韮山南小学校放課後児童教室 70人 

伊豆の国市放課後児童クラブすずかけ館 70人 

伊豆の国市放課後児童クラブ第二すずかけ館 12人 

伊豆の国市放課後児童クラブあすなろ館 45人 

伊豆の国市放課後児童クラブ第二あすなろ館 18人 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第５条関係） 

様式第４号（第７条関係） 

 


